
第２回令和８年４月２０日の三陸沖地震に係る青森県災害対策本部会議 

議事録 

 

日時：令和８年４月２０日（月）19:00～19:10 

場所：北棟２階 災害対策本部会議室 

 

○統括調整部副部長（危機管理局次長。以下「司会」という。） 

ただいまから第２回青森県災害対策本部会議を開催いたします。初めに、今回の地震及

び津波の状況と今後の見通しについて、青森地方気象台から説明があります。 

 

○青森地方気象台 

青森地方気象台でございます。 

現在、青森県太平洋沿岸に津波警報を発表しております。沿岸部や川沿いにいる人は、

すぐに高いところに避難してください。既に避難をしている人は、避難を継続するようお

願いいたします。 

地震に関しましては、青森県内では震度５強を階上町で観測しました。揺れの強かった

地域では、落石や崖崩れなどの危険があり、今後の地震や雨に十分注意してください。 

今後ですけれども、１週間程度、特に今後２、３日の間は最大震度５強程度の地震に注

意していただければと思います。過去に続発した事例があります。更に強い揺れが発生す

るおそれもありますので、引き続き注意していただければと思います。 

津波観測に関する情報ですけれども、青森県内では、八戸港で 18 時４分に 30 センチメ

ートルを観測しています。そのほかの観測点、むつ市関根浜、むつ小川原港においては、

観測を継続しております。 

防災上の留意点です。津波による被害のおそれがあります。沿岸部や川沿いにいる人は

直ちに高台や避難ビルなど、安全な場所に避難してください。津波は繰り返しおそってき

ます。警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。 

今後の地震活動の見通しですけれども、先ほど申し上げましたとおり、大きい地震から

１週間程度の間に同地震が続発した事例がありますので、地震発生から１週間程度、最大

震度５強程度の地震に注意するとともに、更に強い揺れをもたらす地震が発生する可能性

もありますので、注意してください。特に２、３日程度は強い揺れをもたらす地震が発生

することが多くあります。 

それから、北海道三陸沖後発地震注意情報の発表基準に該当するかどうかについては、

現在精査中でございます。 

それから、気象に関してですけれども、明日は午前中を中心に雨を予想しております。

長い時間継続する雨ではありませんけれども、午前中に一時的に雨が降るという予想とな

っております。また、三八上北の陸上で西寄りの風が強いと予想しておりますので、風に

も注意していただければと思います。気象台からは以上でございます。 

 



○司会 

次に、本日 18 時 30 分現在における災害対策本部の対応状況について統括調整部長から

説明があります。 

 

○統括調整部長（危機管理局長） 

お手元の資料の被害報の第１報の３ページからお願いいたします。まず、被害の概要に

なりますが、18 時 20 分現在で、人的被害は、死者及び負傷者共になしとなっております

が、報道では２名の方が負傷されているという報道もございますので、現在確認中です。

建物の被害についても現在確認中となっております。 

次に４ページですが、避難の情報になります。現在、避難指示が 11 市町村。避難所の開

設が 10 市町村 63 か所。避難者数としては 209 名となっていますが、これは 18 時 20 分現

在です。18 時 30 分現在では避難所の開設が 69 か所、そして避難者数が 586 名となってお

ります。 

次に統括調整部対策班における対応状況になりますが、現在、市町村等のニーズを踏ま

えて、災害救助法の適用に向けて内閣府防災担当の方と調整をしているところでございま

す。その他、陸上自衛隊、青森海上保安部、青森河川国道事務所の方からリエゾンとして

本部の方においでいただいております。 

県内の消防の状況については、６ページに掲げるとおりとなっております。 

それから７ページになりますが、防災ヘリ「しらかみ」によりまして、太平洋沿岸部の

上空偵察を実施しましたが、津波等による被害は確認されておりません。          

統括調整部からは以上になります。 

 

○司会 

次に、各部から対応状況等について説明をお願いします。なお、説明は人命にかかわる

点等要点を絞ってお願いします。警察本部の方からお願いします。 

 

○警察本部 

警察本部です。人的被害については確認中という状況になります。建物の被害について

も同様になります。警察本部といたしましては沿岸部を管轄する警察署において避難誘

導、避難広報を行っておりますし、また、避難所の警戒に当たっているところでありま

す。 

 

○司会 

報告事項がある部局は挙手をお願いします。県土整備部お願いします。 

 

○県土整備部長 

県土整備部です。県が管理する河川・海岸の水門、太平洋沿岸に７門ございますけれど

も、全て閉鎖を確認しております。 



 

○司会 

教育委員会お願いします。 

 

○教育長 

学校の休校ですけれども、本日は田名部高校の定時制と三沢高校の定時制が休校。明日

の休校は六ケ所高校と大間高校。それから八戸市の給食センターが被害を受けたというこ

とで、八戸市立小中学校６５校が休校ということが決定されております。 

 

○司会 

陸上自衛隊第９師団お願いします。 

 

○陸上自衛隊 

自衛隊報告します。現在駐屯地において、司令部で情報収集中です。本日 1713、八戸駐

屯地からヘリを離陸させ、海岸線を確認したところ、こちらも被害状況が確認されており

ません。引き続き情報収集を実施します。以上です。 

 

○司会 

これまでの説明のほか、何か補足説明等があればお願いします。よろしいでしょうか。 

それでは本部長から指示事項があります。 

 

○本部長（知事） 

まず、津波の警報・注意報が発表中ですので、避難をするということと、避難継続とい

うことについては、県としても広報を中心にしっかりと訴えていっていただきたいという

ことが１つです。 

それから、今の時点で人的被害や建物被害がなしということになっているのですが、こ

れはあくまで確認中、県としては把握していないということですので、引き続き市町村か

らの情報提供については、しっかりと取りまとめるようお願いします。 

また、万が一にも人命救助ということになった場合には、72 時間というのが１つの目安

でありますので、この対処については各部局を挙げて取り組んでいただきたいと思ってい

ます。 

先ほど危機管理局長からありましたが、各市町村が避難所を開設していますので、災害

救助法の適用等について速やかに国と調整を始めてください。 

最後になりますが、後発地震注意情報が発表される可能性があります。これの対応とい

うのは、前回、12 月に我々経験していますので、同様の対応ができるように、準備を進め

てください。私からは以上です。 

 

 



○司会 

以上をもちまして、第２回青森県災害対策本部会議を終了します。 

 

 


